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農経論叢 Vol. 61 (2005) Mar. pp. 271-290 
The Review of Agricultural Economics 

再論・アグリビジネスと遺伝子組換え作物

一一書評への回答にかえて一一

久野秀二

Some Reflections on AgribusinessαndGMOs: 
A reply to book reviews 

Shuji HISANO 

Summary 

Since the publication of a book entitled “Agribusiness and GMOs: Political Economy Approach" 

in 2002， 1， the author， have received several reviews. As a whole the entire work is valued favourably 

especially on the ground of the historical and empirical analysis on the process of industrialisation of 

agricultural biotechnology. However， critical comments are made on the theoretical and methodological 

仕ameworkused in the book， namely a multiple approach to science & technology studies， agribusiness 

studies， and democratic regulation studies. Some questions are also raised about a practical perspec-

tive on if and how biotechnology can be regulated and attuned to the needs of society in a broad sense. 

The aim of this paper is， w hile replying to these reviews， to make clear the relevance of theoretical and 

practical viewpoints elaborated in the book and related papers and tοput forward suggestions for sub-

sequent studies on the issue， especially the significance of an interdisciplinary and transboundary ap-

proach. 

1.はじめに

遺伝子組換え(以下， GM)作物(註1)をめ

ぐる問題を社会科学の立場から本格的に論じた研

究書は，わが国では必ずしも多くない.その数少

ない研究について，立川 [90Jは自らのアプロー

チをフードシステム論・流通論をカバーするもの

とし，これに対して，大塚 [66J[67Jを科学論，

拙著『アグリビジネスと遺伝子組換え作物J
[38Jをアグリビジネス論からのアプローチであ

ると整理している.この他，平川 [36J[37Jが

リスク・ガパナンス論の観点から議論を展開して

いる.また， GM作物をめぐっては主に食品安全

性とそのためのシステム構築(表示やトレーサピ

リティ制度など)が関心を集めており，その限り

では数多くの研究論文が書かれている.もっとも，

これらの研究はお互いに重なり合っており， ，0 
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0論」ゃ，XXアプローチJとして各論者を峻別
することはそれほど重要ではない.実際，筆者は

これまで，敢えて「政治経済学アプローチ」を副

題に据えた拙著をはじめ，当該問題を学際的・複

眼的に捉えることの必要性を常に主張してきた.

本稿では，拙著に対する書評への回答という形態

をとりながら， GM作物を含む農業バイオテクノ

ロジーの研究開発・商品化・規制のプロセスに関

する社会科学研究上の諸課題について論じるとと

もに，学際的・複眼的アプローチの重要性をあら

ためて確認したいと思う.

本稿の構成は次の通りである.まず第2節で，

書評のなかで与えられた全体的評価，学術上の位

置づけを確認しながら，拙著で採用した3つの理

論的枠組み(アプローチ)とその有機的連関につ

いて検討する.つづく第3節では， GMO利益論

への実証的批判と生産力構造把握のあり方につい
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て，第4節では民主的規制の課題とその主体のあ

り方について論じ，最後に第5節で，社会的農業

生産力としてのバイオテクノロジーの発展可能性

と，当該問題に関わって要請されている学際的ア

プローチの必要性と可能性について筆者なりの展

望を示し，本稿のむすびとしたい.なお，本稿で

取り上げる書評は次の通りである.本文中では引

用頁を省略する.

[A]大塚善樹， r経済.1， 87号， 2002年12月， pp. 
136-137 

[B]千葉典， r農業経済研究.1， 75巻1号， 2003 
年6月， pp.21-23 

[C]大木茂， r農業問題研究.1， 56号， 2004年4
月， pp.44-48 

[D]河相一成， r歴史と経済.1， 182号， 2004年
1月， pp.48-49 

2.重層的理論枠組みとその有機的連関

大塚 [A]によれば， I近年欧米で盛んになっ

てきた科学技術社会論 (STS)研究は，科学技術

が様々な社会関係や経済的利害や文化的価値観の

もとで形成されていることを明らかにしてきた.

にもかかわらず，そのような社会科学の試みは日

本においては手薄で、あるJことを踏まえれば，批

判的経済学の立場から「急速に進む農業バイオテ

クノロジーの『社会経済的被規定性』を前提に，

『適正なバイオテクノロジー』に向けて新たな社

会経済的条件jの模索を試みた拙著は「大変貴重

なものである」と評価する.また，大木 [C]は

もっと端的に， I本書のメリットは，パイテク史，

バイオメジャー戦略について，最新の国際的資料

に基づいて詳細に行っている点と，研究の方法論

的整理にある」と評価する.だが，河相 [D]に

よれば，前者はともかく，後者については十分で

はない.すなわち，拙著で取り上げられた3つの

分析視角(理論的枠組み)が相互に連関しながら

十分に展開されていないと批判する.ここで，拙

著に込められた理論的問題意識を要約的に紹介し

ておこう.

バイオテクノロジー (GM技術は狭義のバイオ

テクノロジー)は一般論として，自然の法則的認

識とその意識的適用を可能にする諸手段の体系で

あり，人間の制御能力(広義の生産力)の増大を
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可能にする限りで，人類史的意義を有する重要な

科学的営為である.しかし，技術は単なる科学的

営為の産物ではなく，さまざまな政治的・社会経

済的諸要因が複雑に絡み合って構成される一つの

社会的産物でもある.農業バイオテクノロジーが

社会経済的諸関係によっていかなる形態規定を受

けているのか.つまり，その研究開発が如何なる

社会経済的環境下で進められ，如何なる社会経済

的環境下で(商品として)実用化され，そして如

何なる社会経済的影響を及ぼすのか.こうした点

の解明に社会科学の貢献が求められている.そこ

で，当該技術の社会科学的分析に不可欠な理論的

枠組みとして，①科学技術論アプローチ一一一科学

技術の社会経済的被規定性を明らかにする一一，

②アグリビジネス論アプローチーーその社会経済

的被規定性を，現代農業・食料システムの発展態

様，とくに当該技術の開発・商品化主体である多

国籍アグリビジネス企業(バイオメジャー)の動

向に注目しながら具体的に明らかにする一一，③

民主的規制論アプローチ一一以上を踏まえ，農業

・食料システムのグローパル化と多国籍企業の支

配的影響力のもとに編制されている農業科学技術

をいかに民主的に制御し，社会的農業生産力の構

成部分として再構築していくかを展望するーーを

提示し，実証的な産業分析・政策分析の導きの糸

とした.

見られるように，これら 3つの理論的枠組みは

並立というよりはむしろ重層的に関連しあってい

る.そして，科学技術論(土台)や民主的規制論

(展望)を常に意識しながらも，本書で実証的に

展開した作業はアグリビジネス論的研究，すなわ

ち農業バイオテクノロジーの研究開発と商品化を

めぐるアグリピジネスの産業分析であり，アグリ

ビジネスの産業動向と相補的であった米国政府の

バイオテクノロジ一政策の分析であり，その国際

的な展開過程において生起する諸矛盾の解明であ

る.例えば，筆者と同様に批判的経済学の潮流に

属し，国際政治経済学とアグリピジネス論研究の

接合を試みてきた立場から，千葉 [B]は次のよ

うに評価している.手前味噌であり，少し長くは

なるが，研究方法論も含め，拙著で苦心した点を

うまく言い当てているので，そのまま引用する.

…今日のバイオテクノロジー産業の姿を描き
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出すため，著者は種子ビジネスの起源まで遡

り，種子産業からバイオ産業への発展過程の

追求を経て，現在も再編の渦中にあるバイオ

メジャーの市場支配と事業戦略の分析に到達

する.ここでの業界誌，各社年次報告書，イ

ンターネット等を駆使したデータ収集・分析

の綴密さは圧巻であり，アグリビジネス論ア

プローチによる研究の中でも特筆すべき成果

と言ってよい.また，政府文書や各種機関の

報告書等を丁寧に検討して米国のバイオテク

ノロジ一部門における産業と政策との相互規

定性を解明するとともに，それが国際的議論

で直面している困難と矛盾を明示することに

も成功している.こうした産業分析と政策分

析の統合による社会経済的文脈の解明は，ま

さに本書が掲げる『政治経済学アプローチ』

の名にふさわしい.

しかしながら，第 lに，ここに評されるように

産業分析として， GMOの研究開発と商品化(さ

らにその規制)のプロセスに内在する政治経済的

論理構造を明らかにすることにある程度成功はし

たものの，バイオメジャー各企業が辿ってきた事

業展開の経路は必ずしも一様ではなく，企業分析

としての綴密さという点で残された課題は多い.

また，大塚 [66]をはじめ，科学技術社会学の分

野では，技術発展の具体的経路を規定するより複

雑な社会的諸関係の分析が試みられており(註

2 )，そうしたミクロ的・機能主義的な社会学ア

プローチと，拙著で試みたようなマクロ的・構造

主義的な政治経済学アプローチとの批判的接合を

本書では指向できなかった.つまり，科学技術論

アプローチとして踏まえるべき方法論的成果を，

アグリビジネス論レベルで活かすことができな

かった点は，河相 [D]によって指摘された「理

論的枠組みの有機的連関jの弱さの一つである

(註3). 

第2に，大塚 [A]から， I最近急増している，

農業者や途上国への利益配分に関する計量経済学

的文献jの参照とそれらに対する実証的批判が不

十分であると批判されたように，また，河相

[D]からは「変質した生産力構造が農業生産・

農場経営・環境にいかなる作用を及ぼすのか，そ

こまで踏み込んだ分析がほしかった」と指摘され

273 

たように，バイオメジャー主導による GMO開発

が具体的にどのような経済的・技術的性格を有し，

それゆえどのような生産力構造に結果しているの

かが実証的に明らかにされたとは言い難いのも事

実である.これらが十分に明らかにされなければ，

バイオテクノロジー研究開発の民主的制御を通じ

た生産力構造の批判的再構築という課題(民主的

規制論)の提示も説得性を持ち得ない.この問題

については，第3節で検討する.

第3に，政策分析としても，それが国民国家の

枠内であれば，政府文書や法制度，それらをめぐ

る議会や産業団体等利害関係者らの意見書・報告

書などを分析する従来型のアプローチがある程度

は通用するが，今日のようにグローパル化が経済

(市場)だけでなく，政治(政策形成・規制プロ

セス)でも深化しつつある段階にあってはその限

りではない.もちろん，経済グローパリズムと新

自由主義的政策転換が単なる国民国家の I退場」

を意味せず，資本の多国籍化が国家的媒介からの

解放ないし無国籍化を意味しない以上，資本と国

家の関係が政治経済学における政策分析の基本要

素であることに変わりはない.しかし， I資本の

総括者」たる資本主義的国家は，今や国内再生産

構造の犠牲を厭うことなく，より能動的・積極的

に多国籍企業の要求する政策的環境を整備し，

リージョナルないしグローパルな市場創出を図る

ことによって資本間競争を媒介しようとしている

(久野 [39]).資本間競争を媒介する政策形成の

主舞台が国家間関係に大きくシフトしていること

の理解はまた，こうした政治経済的なヘゲモニー

に対抗するための「民主的規制の主体をどのレベ

ルに求め，対象をどの組織に設定するかjという

IW理論と実践jの両面から追求されなければなら
ない課題J(千葉 [B])にも関わっている.この

論点については，第4節で検討する.

3.経済的便益論への実証的批判と生産力構造論

1 )経済的便益論の実際

経済的便益論を説得的に批判するためには，そ

れを支持する計量経済学的文献を丁寧に検証しな

ければならない.それが十分ではない，との批判

が大塚 [A]から出された.氏も配慮するように，

該当箇所である第6，7章を構成する「初出論文
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の執筆時期も関係して」いるのは確かである.実

際に検討した研究は，①USDAの調査報告書お

よび関連論文(1999年)，②全国食料農業政策セ

ンターがバイオ産業団体の助成を受けて取りまと

めた調査報告書(1999年)，③ウイスコンシン州

立大学やアイオワ州立大学の農業普及センタ一等

が実施した品種特性試験 (1998年)や農家生産費

調査 (1998/2000年)，④いわゆる Benbrookレ

ポート (2000年)の4種類であるが，その後，米

国の農業経済学会を中心に盛んに取り組まれた計

量経済学的研究については，筆者の能力不足もあ

り，ほとんどフォローできていない.本稿でその

穴埋めをするということではない.ただ， GMO 

の経済的便益を計量経済学的に把握すること自体

の意義はともかく，そのための方法論と分析結果

の評価については批判的検証が必要なようである.

ここで，興味深い研究を紹介しておきたい.

オランダ・ワーへニンゲン大学の環境経済学グ

ループに所属する ScatastaとWesseler[84Jは，

GM作物の農家経営および社会的厚生に及ぼす経

済的便益を計量的に評価した100を超える経済学

文献の方法論(理論的枠組みや与件とされている

諸前提)に着目し，その問題点の析出を試みてい

る.一般的傾向として，農家レベルの費用便益を

評価するために通常用いられる生産関数モデルに

ついては，①長期的環境影響や損害回避費用が考

慮されていないこと;②短期的な経済便益だけが

考察されていること;③GM作物に対して何をど

のように比較対照とするかによって結果に大きな

差が生じること(註4)④総じて，従来の計量

経済学的文献では増収効果・農薬コスト節減効果

.労働節減効果・増益効果といった農家経営レベ

ルの便益が過大評価される傾向があること.社会

的厚生に及ぼす経済便益の評価に尉いられる経済

余剰モデルや均衡変位モデルについては，①農家

レベルの短期的経済便益から社会的厚生への中長

期的な波及効果が推計されるため，ここでも過大

評価の傾向が見られること;(]:供給関数の下方シ

フト (GM作物は収量増加と価格低下に結果す

る)と需要関数の安定性(価格弾力性は一定で，

他の制度的・心理的要素は需要に影響を与えな

い)が仮定されるため，自動的に社会的厚生への

正の影響が算出されること;③関数形によって社
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会的厚生の規模と分配の把握が著しく異なってく

るが，既存研究では異なった関数形での計算が試

みられていないこと;④そもそも分配に関わる問

題，情報の不完全性や科学的不確実性(リスク可

能性)に伴う取引費用や不可逆的な社会的費用の

問題が考慮されていないこと;⑤不確実性や不可

逆性への考察を補完するために用いられるリアル

オプシヨン・モデルにおいても，やはり上記の諸

与件が仮定されるため同様の欠陥を抱えているこ

と，などが指摘されている.総じて，実証すべき

事柄がモデルの前提(与件)にされてしまうなど，

本質的には生産関数，供給関数，需要関数の理論

的枠組みとその援用方法に起因している問題であ

るが，実際には「結果」だけが一人歩きしている

状況にあり，注意が必要で、ある.

なお， Scatastaらは論文の最後でBenbrook

レポートにもっと注目する必要性に言及している.

同レポートは開発推進サイドによって「科学論文

ではない」と一蹴されてきたが，各州農業試験場

の品種特性評価やUSDAの統計データに依拠し

ながら， GM作物栽培が開始されてから9年間，

一貫して影響評価を続けてきた唯一の研究であり，

農学者としてのパックグランドゆえに長期影響や

不確実性への言及も忘れてはいない (Benbrook

[4 J).その最新の報告書[5 Jによると，当初
より懸念されていた除草剤 (glyphosate)耐性雑

草が数多く出現し，散布団数の増加や他の除草剤

の併用を余儀なくされる事態が生まれている.除

草剤耐性品種の全作付面積に占める割合が大豆で

8割， トウモロコシで2割，綿花で6割に達して

おり，その大半がglyphosate耐性作物(Roundup

Ready)であるのだから，当然であろう.害虫抵

抗性 (Bt)作物に関しては，耐性雑草以上の強

い懸念が抵抗性害虫の出現に向けられていたこと

もあり，当初より抵抗性害虫の発生を防ぐための

栽培管理ガイドライン(非Bt品種作付けによる

緩衝地帯の設置義務づけ等)が導入されていた.

その甲斐もあって，殺虫剤削減効果は逓減しなが

らも引き続き見られるものの，殺虫剤使用量の減

少を大きく上回って除草剤使用量が増加したため，

総じて農薬使用量は増加している.

2 )途上国便益論の実際
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こうした問題は米国だけに限られない.むしろ

米国ほど集約的な化学依存農業が広まっていない

途上国で除草剤耐性品種が導入されれば，農薬の

販促に効果はあっても，環境保全型農業の実現に

は到底結びつきはしないだろう.大豆作の 9割以

上がGM品種に置き換わっているアルゼンチン

では， 1990年代に急速に進んだ農業近代化(大規

模化・機械化・化学化)と重なり合いながら農薬

使用量の増加が著しく，零細家族経営の淘汰と輸

出向け生産の拡大に伴う社会経済的混乱も生み出

している (Branford[10]， Joensen & Semino 

[49]) .また，害虫抵抗性品種に顕著な高い種子

代や様々な栽培管理義務の発生などを考慮しても，

資源の乏しい零細農家が大部分を構成する途上国

農業に先進国同様の「使益」が配分されるのか甚

だ疑問であり，その評価はより慎重になされなけ

ればならない.

ところが， FAOの2003/04年版・世界食料農

業白書 [26Jをはじめ当該問題に関連した報告書

類で，ほぼ例外なく参照されている計量経済学的

丈献は， GMOの「途上国利益jに懐疑的な研究

者やNGO活動家らの「期待」を大きく裏切り，

軒並み社会経済的便益を支持する内容となってい

る (Ismae1etal. [47]， Pray&Huang [72]， 

Pray et al. [73]， Qaim & de Janvry [76]， Qaim 

& Zilberman [77]， Traxler et al. [92]). しか

し，これらの研究はScatasta& Wesseler [84] 

によって方法論の欠陥を指摘されているだけでは

ない.それらは，①南アフリカ，インド，アルゼ

ンチン，中固などで栽培が拡大しつつある害虫抵

抗性綿花にほぼ限定した費用便益分析であり，②

対象期間も 3-5年の中国を除き 2年(南アフ

リカ，アルゼンチン，メキシコ)が主流で，イン

ドについては一般栽培が認可された2003年以前の

調査のため単年度の試験栽培，ならびにモンサン

ト社の現地関連会社による調査結果に依拠したも

のとなっている.さらに，①これら以外にも，計

量経済学的な「事前影響評価」が，西アフリカ諸

国の害虫抵抗性綿花 (Elbehri & MacDonald 

[24])やケニアの病虫害抵抗性スウイートポテト

(Qaim [74])，フィリピンの「ゴールデン・ラ

イスJ(Zimmermann & Qaim [99])などを事例
に行われているが，やはり分析手法や理論的前提
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の不十分さは否めず，対象とする途上国農村に存

在する社会構造的問題を度外視したこれらの肯定

的結論をそのまま鵜呑みにすることはできない.

最近になって量産傾向にある類似の計量経済学

的文献の大半は GMOr途上国利益」論を補強し
ているが，途上国の現地で活動する研究者や開発

NGOからは否定的な内容の報告が相次いでいる.

例えば，インド・アンドラプラデシュ州では， GM

品種の導入が零細家族経営の強制的淘汰と大規模

資本集約化の推進を狙った農業政策と符合しなが

ら進められている (Pimbert& Wakeford [69]). 

南アフリカでも，中小零細農民の綿花生産に占め

る割合はわずか5%程度である.それでも重要な

外貨獲得源であるのは事実だが，仮に GM技術

によって生産性が上昇したとしても，それは米国

等の過剰な囲内保護と輸出補助金によって政策的

に引き下げられた国際価格をさらに押し下げ，囲

内農業保護に余力のないアフリカ諸国が一層の苦

境に陥るのを助長するだけである (Greenberg

[31]). 2002年に飢鐘に見舞われた南部アフリカ

諸国がGMO混入を理由に米国からの緊急食料援

助を拒否したことに端を発する一連の論争に関

わって提出された報告書類も， GMO r途上国利
益」論に疑問を呈している (FoE International 

[28]， Hickey & Mittal [35]). また，英国サ

セックス大学開発研究所 (IDS)の研究プロジェ

クト(例えばGlover[29])や，同じIDSのde-

Grassi [21]も，社会学や政治学などの非計量的

アプローチによって，より実態に即した分析を試

みている.これらの報告書は必ずしも GMOの増

収可能性や農薬削減可能性を頭から否定している

わけではない.むしろ，①FAO[26]も強い懸

念を表明するように，途上国の農業発展と食料安

全保障に不可欠な食用作物や品種特性が研究開発

の対象とされていないこと;②いずれにせよ当該

技術にアクセスできない圧倒的多数の零細農民が，

かつての「緑の革命Jでそうだ、ったように取り残

される可能性が高いこと;③零細農民と農村コ

ミュニティのエンパワーメントを高めながら農業

生産性と食料安全保障の問題に持続的に対処しう

る多様な技術的・社会的なアプローチが，やはり

かつての「緑の革命」でそうだ、ったように蔑ろに

される可能性が高いことなどへの言及である.
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3 )アグリビジネス主導の生産力構造

こうして見てくると，既存のGM作物や今後

商品化が予定されている GM作物は，概ね農業

近代化(大規模化・資本集約化)に適合的であり，

そのかぎりで農薬使用量の削減や労働の軽減と

いった「農業者利益jや「環境利益」をもたらす

可能性があるが，それは必ずしも「農業生産の生

態系に即した持続的展開と農場経営自体の持続的

発展を約束するものかどうかJ(河相 [D])と
いった疑問に肯定的な回答を与えるものではない.

農業技術を農業生産力構造として，すなわち，科

学的・経験的知識の客体化である広義の労働手段

体系としてだけでなく，さらに生態系における物

質循環を含んだ広義の労働対象，労働の主体的契

機である農民・農場経営やその社会的連関を含む

広義の労働主体との結合関係において捉え返すな

らば，その評価は「量jすなわち単位収量や労働

生産性等の物質的生産力への還元ではなく， I質

的変化」すなわち社会的生産体系の再編内容と方

向性について下される必要がある.その意味では，

現在商品化が進められている GM技術は，それ

が「解決Jを目指している環境負荷や労働負荷と
いった諸問題への量的貢献はいくらか果たし得て

も，その根本にある構造的問題に触れるものでは

ない.そのため，①耐性雑草・抵抗性害虫の出現

に見られるように，自然生態系(物質循環)の撹

乱に十分な歯止めがかけられず，②農民的知識・

経験的専門性の疎外と生産資源の外部化・商品化

に拍車をかけ，③それらの供給者であるアグリビ

ジネス企業への依存を強めざるをえない.最後の

点につき若干補足しておこう.

2004年6月にカナダ最高裁で結審したGMカ

ノーラ「違法」栽培事件は，バイオメジャーによ

る種子支配・技術支配の現実をまざまざと見せつ

けた (ETC Group [23]). GM種子は通常，バ

イオメジャーの子会社や提携先の種子会社から購

入するが，その際に農家は契約(栽培者協定)を

交わす.協定書には，自家採種を禁じ，違反した

場合は罰金を科すこと，指定除草剤や栽培方法の

指示に従い，そうでない場合は結果責任を会社側

が負わないことなどが明記されている.実際，そ

れが自然交雑や偶発的な混入によるにもかかわら

ず，契約せずにGM品種を栽培，出荷，自家採
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種したとして協定違反や特許侵害の疑いでモンサ

ント社に告発される農家が後を絶たない(北米で

500件以上).カナダのカノーラ栽培農家シュマイ

ザ一氏の案件もその一つであったわけだが，判決

はモンサント社の主張を支持しただけでなく，米

同以外ではなお慎重に取り扱われてきた牛ー物特許

とその農業生産者への適用を是認した点で，きわ

めて重要な意味を持っている.また，自家採種を

まったく不可能にする発芽阻止技術(通称「ター

ミネーター技術J)が，自家採種や種苗交換に根ざ

した途上国農民の丈化的・経済的利益に反すると

して国際的に大きな批判を浴び，商品化がペン

デイングされた事件は記憶に新しいが，バイオメ

ジャーや米国政府はこの技術の実用化を諦めたわ

けではない (ETCGroup [22]). 

さらに，非GMを含む高機能性品種(アミノ

酸や油脂量を調整した第2世代GMO)の開発・

商品化も進められているが，一部のバイオメ

ジャーが流通・加工企業と提携しながら，種子・

技術・情報の供給と生産物の流通・加工の両面か

ら農業生産者への「支援体制」を強化している.

結果，農業生産者の自主的な経営判断と選択肢の

幅が極端に狭められている.近年，有機ないし非

GM食品・飼料への需要が高まっているが， GM 

品種を次々市場に投入し，種子市場と農産物市場

における農家の選択肢を狭めてきた同じバイオ企

業が，やはりカーギル社等の穀物メジャーと提携

しながら，高付加価値を期待できる有機・非GM

関連市場でも市場機会を狙っていることにも注意

を向ける必要がある.

もっとも，こうしたアグリビジネス主導による

生産力構造の再編・強化が即，反農業者利益・反

環境利益的であると決めつけることはできない.

実際，米国であれ途上国であれ，アグリビジネス

企業との関係を強めながら，コスト削減・労働軽

減を通じて「経営的に」成功する農家の存在を否

定することはできない.問題は，そうした成功の

裏で累々と蓄積される負の影響(長期的環境影響

や社会構造的影響)を計量的に捕捉するのが容易

ではないことである.新技術の影響評価は，計量

経済学的に行うだけでなく，社会学(個や組織，

地域レベルの現実把握)や政治経済学(マクロ構

造的・歴史的な現実把握)，作物学や土壌学，見
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虫学等の生態学的な農業諸科学から総合的に行わ

れなければならない(註 5). 

4.民主的規制の課題とその主体

筆者は拙著 [38Jの終章で， I適正なバイオテ

クノロジーj実現のための方策として，①義務表

示制度やトレーサピリティ等の「市場における適

正な管理」と，②リスク評価制度の拡充など「上

市前段階での適正な管理」の 2点を指摘した.と

くに後者については， I研究開発の入口段階(=

技術選択プロセス)から市民参加と合意形成を図

ること」ゃ「多方面の専門的知見を結集した総合

的な影響評価」が必要であるとした.そうした試

みのーっとして，欧米で実績があり，わが国でも

取り組みが始まっていたコンセンサス会議方式を，

その実質化になお制約があることを指摘しつつ，

概ね肯定的に紹介した.この点について，千葉

[BJと大木 [CJから批判的コメントをいただ

いた.また，大塚 [AJからはより一般的に，①

民主的規制をめぐる錯綜した利害関係の存在，と

りわけ②先進国での「市民参加」と途上国(農

民)利益との髄離の可能性，③「市場での管理」

が「農業の工業化jを強める可能性に配慮する必

要性などが指摘された.

， )民主的規制をめぐる利害関係の所在
筆者は第5章で，近年のバイオ規制をめぐる国

際政治動向を，産業界・推進派科学者，その意を

受けた米国政府と，消費者・環境保護団体，その

意を受けた欧州諸国ならびに「技術格差jの深化

を憂える途上国との対立の構図として描いた. し

かし，大塚が指摘するように， I欧州や途上国政

府には，その住民とは異なる利害があり得」るの

だから， I公的管理jと「民主的管理」を同列視

することはできない.

第1に， EUのGMO政策をめぐっては，加盟

国と欧州委員会とのあいだで激しい利害対立が存

在し，欧州委員会の内部でも歩調が統ーされてい

るとは言い難い (Levidowet al. [59J). また，

アグリピジネスの多国籍的展開は文字通りのグ

ローパル段階には達しておらず，基本的には米国

市場と EU市場を主力に資本蓄積機会の外延的

拡大を図りつつある段階にある.両者間の規制政

277 

策の相違を，さらなる市場拡大を優位に進めるた

めの米系，欧州系アグリビジネス問の主導権争い

が国家間関係によって媒介されているものとして

一一「技術ナショナリズム・リージョナリズムJ
や「農産物貿易紛争Jの問題として一一ー捉えるこ

とも可能である.しかし，問題視角を少し広げる

ならば，両者の相違はもっと社会構造的・政治文

化的な違いに根ざしていることが見えてくる.つ

まり，相対的に成熟した市民社会(討議民主主

義)と国内・域内世論を反映する政治システム

(代議制民主主義)の今日的成果として，欧州の

政策動向を捉えられるのではないか (Bernauer

[ 6 J， Falkner [25]， Isaac [45J). もとより，

この分野の研究を深めるためには，統合EUに

おける重層的ガパナンスと欧州民主主義のあり方

を論じてきた政治学・行政学(稲本 [43J)，リー

ジヨナル化をめぐる欧州系アグリビジネス企業の

市場戦略と欧州政治との関係を論じてきた政治経

済学 (Balanyaet al. [2 J， Carr [15J， Coen 

[18J，溝手 [64J)，リスク・ガパナンスにおけ

る市民や非専門家の役割に注目する科学技術社会

学 (Levidow& Maπis [60J， Wynne at al. 
[97J，平川 [37J)，再ローカル化を志向する域

内の生産者と消費者の協働，オルタナテイプな農

業・食料ネットワークの構築に新たな農村社会発

展の展望を見いだす欧州農村社会学・農業地理学

(Ploeg et al. [71J， Renting et al. [79J)等の

研究成果に広く学ぶ必要がある.

第2に，いわゆる南北間「技術格差」の問題で

ある.この「技術格差」は単に，途上国の当該技

術へのアクセスをいかに保障し，その[恩恵jに

与れるようにするかといった問題を指しているの

ではない.2000年1月に妥結し， 2003年9月に発

効した生物多様性条約バイオセーフテイ(カルタ

ヘナ)議定書をはじめ， GMOの国際的規制枠組

みは徐々に整備されつつある.問題は，同議定書

に実効性を持たせるために，途上国自身がいかに

バイオセーフティ (GMOの安全な利用・管理)

を保障しうるか，そのためのリスク評価・リスク

管理能力の構築 (capacity building)をいかに

図っていくかという点にある.また，規制枠組み

の国際的整合化 (harmonisation)の必要性と各

国・各地域の多様性尊重の必要性とのバランスを
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いかにとっていくかという問題も重要で、ある.そ

れが米国・産業界主導の国際的整合化(貿易自由

化を最優先するための必要最低限の規制)であれ，

欧州主導の国際的整合化(不確実性を前提とした

社会的規制)であれ，多くの途上国が各々多様な

社会経済的・政治的条件や自然環境条件に応じた

規制を設定し執行する裁量と専門的力量を欠いて

いるとすれば，こうした国際的規制枠組みを民主

的規制と呼ぶことに慎重でなければならない.こ

うした「国際レベルと圏内レベル」および「先進

国と途上国jというバイオテクノロジー・ガパナ

ンスをめぐる 2つのギャップの存在と整合化の課

題は山積みとなっている(註6). 

第3に，先進国消費者と途上国消費者・生産者

との利害関係については，例えば米国・産業界が

盛んに用いている政治的レトリックに表れている

ように，両者の共通性・親和性を無媒介に前提す

るわけにはいかない.だが，途上国農業の実態と

開発政策の問題を具に分析すれば，豊かな北の消

費者の利害に左右される貧しい南の生産者・消費

者，といった図式を突き崩すのはそれほど難しく

はない (Hickey& Mittal [35]).それで、も，こ

れまで「北の市民J(消費者)に軸足をおいた科
学技術社会学研究と， r南の市民J(零細農民)に
軸足をおいた開発研究との交流と協力的発展の必

要性については，当の研究者たちが十分に自覚し

ており，前出の英国サセックス大学開発研究所

(IDS)が2002年12月に開催した国際ワークショッ

プもその一つである (Leach & Scoones [58]) 

(註7).

2) I市場での管理」強化の功罪

筆者が民主的規制のーっとしてあげた「市場で

の管理」が，逆に「農業のーじ業化jを強めるロJ能

性があるとの指摘は重要であり，真撃に受け止め

たいと思う.このパラドクスとも表現しうる状況

は，すでに有機農業をめぐって現出している.有

機農産物市場の拡大，契約生産の深化，認証制度

のスタンダード化などによって，米国カリフオル

ニアやオーストラリアを中心に大手アグリビジネ

ス企業の参入と企業的大規模生産者の伸張が著し

い.Guthmanらが「コンペンショナリゼーショ

ンjと規定した農業工業化の今日的特徴である
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(Buck et al. [12]， Guthman [32]， Jordan et 

al. [50]).商品が国境を越えてグローパルに流

通する現実がある以上，それに対する規制は国際

的であらねばならないが，何らかのルールの国際

的整合化が技術や生産体系の画一化をもたらす可

能性は否定できない.また，バイオテクノロジー

に関わっても，立川 [90]が詳細に明らかにした

ように，穀物流通・加工部門の再編・集中化と軌

をーにして GM作物が導入された結果， non-

GMO (および第2世代GMO)のIPハンドリン

グが様々な社会経済的影響(コスト負担の不均等

的分配など)を伴いながら拡大してきているが，

この流通システムが支配的アグリピジネス企業に

新たな利潤追求の場を保障するかぎり，表示制度

やトレーサビリティといった「市場管理」型のバ

イオテクノロジ一規制が「新たな農業の工業化」

の推進契機となるおそれは十分にある.

3)グローパル化と民主的規制の主体

千葉 [B]の「経済的活動とともに社会的活動

の領域もまたグローパル化していくなかで，民主

的規制の主体をどのレベルに求め，対象をどの組

織に設定するかJという問題提起に，本稿で全面
的に回答することは能わない.ただ，この問題提

起は民主的規制の具体論ではなく，むしろグロー

パリゼーション下の国民国家・国際機関，経済主

体，市民社会のそれぞ、れの定在と変容，その方向

性に関する筆者なりの理解を提示せよ，というこ

とだと受け止めている.グローパリゼーシヨン下

の社会変革のあり方に関わって，筆者は拙著のあ

とがきで次のように指摘した.

…生産者と消費者の農業・食料システムから

の疎外が急速に強まるなかで，生産者が農業

を，消費者が食料をあらためて自分たちの手

の届くところへ取り戻そうとする地道な運動

が繰り広げられている.…筆者はこうした

ローカルな次元のオルタナテイブ運動が，世

界社会フォーラムに象徴されるようなグロー

パルな連帯へと発展してきていることに大き

な期待を寄せる一方で，しかしなお，それら

を旧来の社会変革論・階級社会論から切断さ

れた市民社会論として理論的・実践的に捉え

ることの危うさも感じている.終章で触れた
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ように，討議民主主義や参加型民主主義が社

会的生産力形成一一ーより広義にはオルタナ

テイブ社会の構築ーーのための 1つの重要な

ステップであるとしても，それを現実のもの

とするためには，ナショナルな次元における

政治プロセスへの介入を避けては通れないか

らである. (p.359) 

この問題意識は， 'ijU稿 [39]でも言及したこと

がある(註8).そこでは，地球規模的問題に対

する主権国家システムの解決能力への疑問から注

目を集めるようになったグローパル・ガパナンス

論と， NGOをはじめ非国家的・非経済的な結合

関係(アソシエーション)として捉えられる「市

民社会」の役割を重視する市民社会論の意義と限

界を論じた.なるほど，従来の政治学・政治経済

学では国家を基本単位とした国際問題把握が一般

的であった.これに対して，近年は国連機関や

WTO等の国際機関における政策形成プロセス自

体が主要な分析対象として取り上げられる傾向が

強まっている (Bailet al. [1]， Buckingham 

&Phillips[13]， Gupta[33]， Isaac[46]， Stew-

ard & Johanson [87]). さらに，そうした国際

的政策形成における多国籍企業・国際産業団体の

役割 (Braithwaite& Drahos [9]， Clapp [17]， 

Levy & Newell [61])， NGO等の国際市民社会

組織の役割 (Colas[19]， Keck & Cikkink 

[53]) ，科学技術や経済分析，政策立案に携わる

専門家集団 (Haas[34])やシンクタンク (Rich

[80]， Stone [88J)の役割などが強調されてい

る.こうした政治学や社会学の成果から学ぶもの

は多い.

だが，その全てではないにせよ，グローパル・

ガパナンス論の特徴は，これら多様な行為主体が

没階級的で、並列的に捉えられる傾向にあることだ.

また，言説空間や認知・解釈・了解のプロセスを

過度に重視するポスト構造主義的傾向 (Gottweis
アクタ アクタント

[30] )や，行為者・行為対象を可能な限りミクロ

な単位に分解し，その複雑で状況依存的なネット

ワーク編成プロセスを重視する ANT理論の影響

(Russell [83])も見受けられるが，いずれも政

治経済的な利害関係やマクロ構造的・制度的な枠

組みと切り離して把握しきれるものではないだろ

う (Bieler[7]， Levy & Newell [61]， Wright 
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[96]).政治学(ガパナンス論)や社会学(ネッ

トワーク論)の陥りがちな機能主義的理解を政治

経済学的アプローチが補完することのいい証左で

ある.

筆者はこのような問題意識から，第 lに，バイ

オテクノロジーの国際規制枠組みの形成と整合化

のプロセスにおける OECDの役割(政治経済的

ヘゲモニーによる多国間機関への影響力行使と内

部矛盾，市民社会における対抗的グローパル運動

の広がりを受けたヘゲモニー側の戦略的対応)に

ついて論じた (Hisano[41]).第2に，バイオ

テクノロジー「途上国利益J論をめぐる言説空間
の実相とその根底にある政治経済的構造の解明，

専門家集団(主要には科学者・技術者)を変革主

体の「有機的知識人」として巻き込むための対抗

的ヘゲモニー構築の展望について論じた (Hisano

[42]) .いずれも，政治経済的諸利害がイデオロ

ギーとして市民社会へ浸透する現代社会の構造的

把握とそれへの対抗的戦略を展望したグラムシの

諸概念にあらためて注目したものであり，同時に，

科学技術の社会経済的被規定性のみならず，その

民主的変革の展望を論じた Feenberg[27]の議

論に多くを学んだものである.

4 )民主的規制の実践的諸課題

だが，こうした理論的問題意識も，大木 [C]

からの批判，すなわちiW科学技術の民主的制御』
というからには，社会を構成する主体毎の課題と

りわけ一般市民の側の課題を示した方が良かった

のではないか? つまり，バイオメジャーに対し

て，科学技術の民主的制御という視点を見たとき

市民サイドにどのような制御の手法があるのか?

国家としてどんな制御が可能なのか? 企業内部

からの制御はどの程度期待できるのか? といっ

た点である」とするきわめて実践的な課題の提示

を求める氏に対しては，十分な回答とはならない

かもしれない.

わが国では，批判的政治経済学や批判的経営学

のサイドから，経済民主主義に関する研究が蓄積

されてきた.そこでは，①労働者の権利を擁護す

るための経済的・法的な規制，②かつての「新国

際経済秩序 (NIEO)Jや国連多国籍企業行動基準

にみられるような，労働条件や投資・貿易の規制
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を通じた南北間構造的格差や国際労資関係への国

際的介入，③環境問題の深化・グローパル化に伴

う様々な環境規制の提案と実践，などが論じられ

てきた.だが，バイオテクノロジーなどの科学技

術は，そうした文脈ではまだ本格的に論じられて

いない.原子力政策で一部に迷いと混乱がみられ

たように，バイオテクノロジーの評価それ自体が

まだ確定しておらず，制御の対象と範囲がなお不

透明な状況にあって，実験ガイドラインや，食品

利用・飼料利用・環境放出に向けたリスク評価，

表示制度といったすでに法制化されている規制手

法を超えて，民主的制御の具体論を詳細に論じる

ことは，一社会科学者として勇気のいることであ

る.また，技術選択・技術評価への市民や非専門

家の参加と協働に限るなら，科学技術社会論サイ

ドから理論的・実践的課題が様々に提示されてお

り(小林 [56J，調ほか [86J)，筆者がとくに付

け加えることはないように思われる.

拙著に込めた筆者の狙いは，そうした具体論の

提示にではなく，すでに論じてきたように，むし

ろ科学研究・技術開発・商品化・政策形成・規制

の一連のプロセスに社会経済的な利害が複雑に絡

んでいる現実， しかし言説においては科学が社会

から切断されてしまっている(それにもかかわら

ず，その成果である技術・技術商品は社会に甚大

な影響を及ぼしている・及ぼすかもしれない)現

実に，注意を喚起することであった.同時に，科

学技術の発展をそのものとして否定し去ることな

く，したがって良心的な科学者・技術者を社会的

に孤立させることなく，いかに科学技術を民主的

に制御・再構築していくか.これが，筆者の根元

的な問題意識であった.情報公開 (openness)

・市民参加 (participation)・説明責任 (account-

ability) ・負担責任(liability) ・法的遵守 (com-

pliance)の明確化と徹底，知的所有権強化への

歯止め，短期的成果や利潤動機に左右されない公

的研究体制の(復活・)維持・強化，等々を通じ

た社会経済的諸関係の組み替えを通じて，消費者，

環境，あるいは途上国零細農民のニーズと状況に

合致するような「オルタナテイブ・バイオテクノ

ロジー」を展望することも，方向性としてはあり

得るのではないか.そのことを社会科学者だけで

はなく，自然科学者にも問いかけたかった次第で
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ある.その意味で，大木が期待したような一般市

民に向けた課題提起を意図していたわけではない.

5)市民コンセンサス会議の評価

なお，科学技術の民主的管理の一方策として具

体的に紹介した市民コンセンサス会議については，

千葉 [BJや大木 [CJが指摘するように，主催

者の影響，パネラーの選択，コンセンサスの扱い

などに問題なしとし得ず，結局のところ「特定の

社会的勢力の意図を裏書きするにすぎないのでは

ないかJ，Iコンセンサス会議を無力化する力は常
に働くのではないか」といった疑念を持たれるの

も当然であろう.この点は，科学技術社会論の内

部でも議論になっている.例えば，松本 [62Jは

次のように指摘している.

とくに，コンセンサス会議の結果と政策のあ

いだを結ぶ回路が制度化されているわけでも

なく，そのような回路の運用が'慣習によって

確立されているわけでもない，さりとて，会

議を評価する回路が公開されているわけでも

なければ直接民主主義の伝統があるわけでも

ない日本では，コンセンサス会議とは政策女

案，実行にあたる主体が民意反映の装いが必

要になったときにそのような装いを御意のま

まに提供する手段となる可能性を不断にはら

む. (p.244) 

筆者自身， I市民コンセンサス会議方式jに代

表される市民参加のあり方について，具体的な提

案をする立場にない.それこそ，コンセンサス会

議を紹介し実践してきた立場から，科学技術論社

会学会の小林 [56J[57JやSTSNetwork Japan 

[89J，科学技術への市民参加を考える会 [52J

らが， I科学と社会のコミュニケーションの試

みjの重要性と困難とについて旺盛な論評・検証

作業を進めており，それらを参考にするよりほか

ないだろう.また，市民参加による技術評価には

コンセンサス会議方式以外にも多様なやり方が各

国で試みられており，その到達点と今後の発展方

向に関わって多数の研究成果が発表されている

(Joss [51J， Rowe & Frewer [81J). 

ただ一つだけ言えるとすれば，こうした市民参

加の試みは「討議民主主義jの重要性と同時に，

その限界も示しているように思われる.それは例
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えば， GMOの健康影響評価，環境影響評価，経

済的便益評価，コンセンサス会議に類似した国民

討論を総合的に，より大規模かっ徹底した形で実

践した英国で，参加「市民Jの範囲，合意形成の
図難，政策形成(政治的決定)への反映方法など

をめぐって数々の問題が露呈したように (Mayer

[63]， INNOGEN [44J)， r討議民主主義jを
通じた民意反映の手法はなお発展途上であること

は否めない.さらに言えば，それは単に「発展途

上jにあるというだけではない.その相対的な位

置と役割を変容させつつも「民主的な政治責任の

最高の審級者jとして存在しつづける国民国家の

政治システム(政府，議会)に，市民社会による

「討議」と「参加」によって得られた問題解決の

方向性に従って敏感に反応し，法的決定を下す意

思と能力が備わっていない現実がある以上， I討

議jと「参加」を通じた市民の主体形成は，それ

を自己目的とする段階から，さらに政治システム

の変革を視野に入れたものへと向かわねばならな

い(久野 [39J).r討議民主主義」のような公共
空間の役割を過度に強調するあまり，あるいは

ベック [3Jのいう「サブ政治jの展開に過度に
期待するあまり，議会制民主主義と政党政治に立

脚する従来の政治システムを過度に相対化するこ

とは避けなければならない.そのことが確認され

るかぎり，市民コンセンサス会議などを通じた

「科学と社会のコミュニケーシヨンの試みJは科

学技術の民主的な規制と管理において重要な役割

を果たすものと，筆者は確信している.

5.社会的農業生産力としてのバイオテクノロジー

の可能性

1 )オルタナティブ・バイオテクノロジー

すでに述べてきたことと重複するが，筆者は別

干高 [40Jで，バイオテクノロジー・ガパナンスの

課題を，商品化プロセスと上市後のリスク管理を

透明化し，利害関係者の参加と合意形成，説明責

任・負担責任の所在を明確化すること，換言すれ

ば「バイオテクノロジーの民主化jを実現するこ

とにある，と整理した. しかし，

それは現行の研究開発を前提するものであっ

てはならない.研究開発のあり方や方向性も

含め，いかにバイオテクノロジーを含む農業
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科学技術の潜在的可能性を民主的に発揮・制

御していくかが問われている. (p.239) 

その上で，第1に，途上国小農民参加型モデル

によるバイオテクノロジー開発の事例として，オ

ランダ外務省国際協力局 (DGIS)が支援する途

上国バイオテクノロジー・プログラムを紹介した.

同プログラムは「双方向型ボトムアップ・アプ

ローチ (IBU)Jを採用し，地域受益者のニーズや

条件を尊重し，意思決定プロセス，地域住民の能

力構築，技術成果の持続性などを重視した姿勢が

評価されている(Ulmanen[93J).第2に，上

記プログラムの一部を含めた地域固有型バイオテ

クノロジーをめざす世界各地の研究開発プログラ

ムに実践的にも学術的にも注目している，ワーへ

ニンゲン大学TAOグループを中心とする「テイ

ラーメイド・バイオテクノロジーズ(TMBT)Jプロ

ジェクトを紹介した.同プロジェクトでは，各地

の実践事例の経験交流とアーカイブ化，研究者の

国際ネットワーク化，それらをもとにした学際的

教育プログラムの構築などが進められており，研

究者や普及員，政策担当者，国際援助機関などの

意識改革をも視野に入れたカウンター・ヘゲモ

ニーとしての役割も期待されている (Hisano

[42J). 

これらの事例に共通しているのは，バイオテク

ノロジーの研究開発と実用化のプロセスを，従来

型の「普及モデル」や「技術移転モデルjではな

く，近年注目されている「参加型開発モデル」に

組み込んでいる点である.その成果は， GM以外

の多様なバイオテクノロジーが，それを自分たち

の手で操作・管理するためのノウハウも含め，伝

統的・地域的な知見(local knowledge)や経験

的専門性 (experiencedexpertise) と接合可能な

かたちで可変的に選択され利用されていることに

表れている.

かたやモンサント社やシンジエンタ社等のバイ

オメジャーは，米国政府やそれに同調する開発援

助機関と連携しながら GM技術の途上国農業へ

の「移転Jに躍起になっており，それが「途上国
利益」論を根拠づけている (Hisano[42J). こ

うした現状を鑑みたとき，当該技術を取り巻く社

会経済的利害関係を暴露するとともに，オルタナ

テイブな社会経済的枠組みのなかで、バイオテクノ
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ロジーの「別なかたちでの」貢献可能性を模索す

ることはきわめて重要である.

もっとも，参加型開発をめぐっては，理論と実

践の議離，すなわち「援助の現場において『参

加』が楽観的かっ道具的に外から上から適用され，

変わらない支配的関係を覆い隠すだけのものに形

骸化している実態J(大倉 [65J)が指摘されてい

る.大倉はさらに次のように警告する.

参加型開発が1990年代の開発戦略として

OECD諸国により採用されたのは，単に従

来の開発援助政策への反省からだけではない.

資源の利用・配分また所得配分のメカニズム

を国家からグローパル市場に移行させ，貧困

や失業に対する保障の課題を国家や個人の自

己責任・自助努力に委ねる新自由主義政策に，

参加型開発を通じた NGOや市民社会の育成

が適うからにほかならない.先進諸国の政府

や資本が世界レベルでの意思決定や変化を主

導するという既存の力関係が維持される限り，

参加型開発の取り組みも，最終的にはこうし

た既存の国際関係や世界レベルの制度諸関係

に制約され続ける. (p.147) 

これは， TMBTプロジェクトの主宰者でもあ

るRuivenkarnp[82Jの次の言葉と共鳴してい

る.

地域のイニシアチブを通じた技術ツールの再

構成は政治的真空状態では成しえない.むし

ろ，農業工業化路線のバイオテクノロジー開

発によって強められさえする社会的・政治的

な矛盾のただ中でこそ執り行われる.(p.16) 

筆者が「オルタナティブjと規定する社会的農

業生産力としてのバイオテクノロジーは，こうし

た新たな社会経済的・政治的条件の再構築を踏ま

えてのことである.

2 )公共財としての科学妓術の再構築

筆者は拙著終章で， Kloppenburg & Burrows 

[55Jの次のような議論を部分的に受け入れなが

らも， r科学技術の民主的規制jという文脈にお
いて批判し，自説を対置した.

現在の社会・政治・経済の民主的変革がなさ

れないかぎり，企業や大学，科学者，テクノ

クラートが持続的で低投入型の多様な農業を
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発展させるためにバイオテクノロジーを活用

するなどと期待するべきではない. (p.67) 

米国の公的研究普及システムの変容や CGAIR

等の国際農業研究システムが置かれている客観的

状況を見るかぎり，彼らの議論はたしかに的を射

ている.本稿でも再三にわたって強調してきたよ

うに，社会・政治・経済の民主的変革が「科学技

術の民主的規制」と相補的に進められなければな

らない.しかし，大学や公的研究機関やそこで研

究開発に従事する科学者たちの「中立性」を与件

とするのは論外としても，だからといって支配的

な政治経済的利害関係のなかに構造的に埋め込ま

れた修正不可能な制度(階級装置)と断定するこ

とはできない.

例えば， CGIARの機構改革の仮定で内部に設

置されたNGO委員会の精力的な活動によって，

CG内外の科学者・技術者のあいだに，農民や

NGOとの協働なしには途上国農業に貢献的な研

究開発を成功裏に進めることはできないとの認識

・自覚が広がってきた (Water-Bayer& Kapiriri 
[95J) .逆に，市民社会組織の側にも， CGIAR 

が途上国農業の発展と飢餓・貧困の克服という課

題に取り組む上で不可欠な資源を抱えており，多

国籍企業主導による「公から民へのシフトJがあ
らゆる領域で強まるなかで， CGシステムは「公

共財である科学技術の作り手・守り手」としての

役割を果たすべき重要な国際機関であり，これと

敵対するのではなく，むしろ変革していくことが

重要だとの認識が高まった (RAFI[78J).それ

が必ずしも実を結んでいないとはいえ，こうした

経験は，今日の支配的な制度構造の内部にありな

がら，それを巧みに操作・利用して将来の構造変

革へと結びつけていくような「余地J(roorn for 

rnanoeuvre)を見出し，その重要な担い手であ

る「有機的知識人jを制度構造の内外で組織して

いく「陣地戦」が展開しうる可能性を示唆してい

るのではないだろうか.

3 )求められる学際的・複眼的アプローチ:む

すびにかえて

大木 [CJは，筆者が科学技術論の交通整理を

社会科学に「固有の仕事」だとした点を批判して

いる.拙著のなかで「固有の仕事」と表現した覚
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えはないが，社会科学者が科学技術問題の「交通

整理に責任を果たすべき」と記述したのは事実で

ある.大木によれば， I科学技術問題の整理の前

に純粋技術課題の整理」があり， Iそれを踏まえ

た研究が行われているかどうか? それを評価す

るのは自然科学の仕事jであり， I科学リテラ

シーの高い自然科学者に徹底的な説明を求めるこ

とこそが基本」であるべきだという.大木のいう

「純粋技術課題の整理」が具体的に何を意味する

のかは定かではないが，ここで言われていること

に反対はしない.ただ，いま問われているのは，

その「技術課題jの整理と評価が狭義の専門家に

一任されてきたことにあるのではないだろうか.

BSE問題や GMO問題が投げかけているのは，

その「技術課題jの検証作業が政府や産業界によ

る圧力に無防備であるという問題とともに，その

作業があまりに「純粋」な技術課題に狭められて

きた問題，つまり他領域や境界領域の科学的知見

はもちろん，社会経済的評価や倫理的評価までを

含めた広義の専門家一一場合によっては，地域的

知見や経験的知見を有する農業生産者や，科学技

術の負の影響を受けやすい社会階層の実情を熟知

した NGO活動家も当然に含まれるーーの関与が

妨げられてきたという問題にある.確かに「科学

リテラシーの高い自然科学者に徹底的な説明を求

めること」は必要だが，そのためにも，社会科学

者を含む広義の専門家・利害関係者が，それぞれ

の専門的・経験的知見を持ち寄り，交流し，当該

科学技術の民主的規制，社会的諸力となるべき科

学技術の民主的発展に建設的に貢献すべきなので

はないだろうか.科学技術社会論でも，科学と社

会，専門家と非専門家の「境界問題Jという議論

があるが，筆者の意図は必ずしも「境界線」をな

くすことではなく，学術的専門性 (certifiedex-

pertise) とは限らない，多様な「専門性Jをそ
れぞれ評価し，建設的融合を図ることにある (Col-

lins & Evans [20]).例えば，リスク・アセスメ

ントは，それが一般に理解されるように，当該技

術の研究開発に携わる専門的研究者のみに委ねら

れる課題ではなく，逆にリスク・マネジメントも，

それが一般に理解されるように，行政や社会科学

の専横事項であるわけで、はない.そうではなく，

多方面の専門的知見による総合的なリスク・アセ
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スメントこそが必要だ，ということである.こう

した問題提起をすること自体，社会科学的知見を

すでに前提としているわけだが，これこそが筆者

の言いたかった「交通整理の役割jである.

この点に関わって 1点，最後に指摘しておきた

い.筆者が2002年から2004年にかけて客員研究員

として滞在したオランダ・ワーヘニンゲン大学で

は，学際的 Gnter-disciplinary)アプローチの必

要性が常に意識され，教育や研究の場面で実践さ

れている.筆者が所属していた研究室 (TAOグ

ループ)でも， PhD学生の多くは自然科学を

ノfックグランドにしながら，農業技術発展・遺伝

資源管理等の社会学的・政治経済学的な考察を中

心とする学位論文に取り組んでいた.米国等で採

用されているメジャー・マイナー制度とも近似し

ているが，それ以上に， sサイエンス(自然科
学)と yサイエンス(社会科学)の統合が強く志

向されており，自然科学系の学生は社会科学系の

コースを積極的に履修している.また，そうした

学際的教育プログラムで育った研究者が，スタッ

フとして引き続き学際的な教育・研究プロジェク

トに従事している(註9).もちろん，これは

ワーへニンゲン大学に限られることではない.筆

者は同じ 2年間に数多くの国際会議やワーク

ショップに参加する機会を得たが，そこでも，自

然科学，社会科学を間わず，狭く分断された専門

的知見を総合することの重要性と必要性が常に意

識されていた(註10). また，科学技術に関連し

た専門性を広義に捉え，さらに広範な利害関係者

の経験的専門性や，例えば途上国農民の伝統的・

地域的知見をも包含するような，学融的 (trans-

disciplinary )とも呼べるアプローチが，たんに

科学技術社会論的な議論としてではなく，技術の

開発・普及の実践の場，規制科学の実践の場で具

体的に追求されていることである.科学の細分化，

高等教育の専門特化の傾向が著しいわが国でこそ，

真剣に考えていかなければならない課題であろう.

(註1)遺伝子組換え (GM)技術は生物機能利用技術

の総称であるバイオテクノロジーの，主要で、はあ

るが一つの応用技術にすぎない.最近，途上国農

業開発との関連で，組織培養やDNAマーカー支援

育種をはじめとする非GM型の多様な，半ば汎用
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化されつつあるパイオテクノロジーがあらためて

注目を集めているだけに，その概念的区別は重要

である.しかし，非GM技術を利用しながらも除

草剤耐性など既存 GM作物と同じコンセプトに基

づく品種も数多く開発されている.当該技術の安

全性ではなく，むしろ企業の開発戦略や技術コン

セプ卜に起因する社会経済的影響を問題視するの

であれば， GM技術だけを特別視して論じること

は適切ではないだろう.本稿では便宜上， GM技

術・作物に絞った言及をしているが，以上のこと

を念頭に置いた上でのことである点，確認してお

きたい.

(註2)例えば，技術発展を取り巻く行為者の作用や

社会的関係に着目した「技術の社会構成」理論

(SCOT)，行為者間の社会的関係だけではなく，

行為者と物的要素との相互作用にも着目したアク

ターネットワーク理論 (ANT)の影響がみられる

が (Callon[14]， Bijker & Law [8]， Pinch & Bi-

jker [70])，そこでは行為主体の解釈や行動の流動

性・複雑性・ヘテロ性の把握が重視され，政治経

済的枠組みや制度的環境との相互関連性への言及

は相対的に弱くなる傾向にある (Feenberg[27]， 

Bruun & Hukkinen [ll]， Klein & Kleinman 

[54J). なお，同理論の農業食料システム論，バ

イオテクノロジー論への適用については，立川

[90Jによって詳細にレビューされている.立川

はまた， GMO導入後の穀物フードシステムの変容

を捉えるための視点として， I::l本でも研究が盛ん

なフードシステム論アプローチに加え，政治経済

体制に着目するフードレジーム論(マクロ)と社

会的行為に着目するフードネットワーク論(ミク

ロ)にも百を配っている.氏は，これら 3つのア

プローチが相互補完的であり，複合的視点として

援用することの必要性を強調している.

(註3)アグリビジネス研究に限って，フードレジー

ム論などによるオーソドックスな「資本の論理」

把握の弱点を補完する研究に，英国オープン大学

バイオテクノロジ一政策グループを中心とする

PITA (Policy Influences on Technology for Agricul-

ture)プロジェクトおよび同グループとエジンパ

ラ大学が合同で設置した INNOGENセンターのプ

ロジ、ェクト(例えばChatawayet al. [16J， Tait et 

al. [91])や，筆者も在籍していたオランダ・ワー

へニンゲン大学TAOグループを中心とする「アグ

リビジネスと環境主義」プロジェクト (Kees & 

Sietze [48])がある.

(註4)例えば，元品種と直接比較するのか，広く栽
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培されている他の非 GM品種と比較するのか;

別々の圃場で比較するのか，品種特性試験のよう

に同一圏場内で並べて栽培比較するのか;同一農

家内で比較するのか，採用農家と非採用農家で比

較するのか，各々の総平均で比較するのか，など.

(註5)GM作物の栽培体系=防除(作物保護)体系

を単に従来の農薬中心の防除(作物保護)体系と

比較する方法が通常とられているが，それが不十

分であることは，学際的見地に立てば自明である.

防除(作物保護)技術は多様であり，物理的防除

や生物的防除，その様々な組み合わせによる IPM

や環境保全型農法，あるいは有機農法などと，直

接的費用とともに社会的資用も含めて動態的に比

較することが肝要である.例えば， Zadocs & 

Waibel [98]を参照されたい.

(註6)こうした問題意識から，ワーヘニンゲン大学

TAOグループ講師の Dr.Kees Jansenを中心とす

る研究プロジ、エクト“InternationalExpertise in 

Plant Biotechnology Regulation: Scope and Con-

straints for Developing Countries"が組織され，

その一環として，同グループ客員研究員の Dr.Aarti

Guptaに筆者を加えた3名で， 2004年 3~6 月に

BioTalk Seminar Series “Governing Biotechnol-

ogy: Global-NationalInteractions"を企画した.

また，サセックス大学開発研究所 (IDS)の大規模

プロジェクト“Agricultural Biotechnology and 

Policy Processes in Developing Countries"も途上

国に焦点を当てながら，農業バイオテクノロジー

の実際と規制政策の形成と展開に関する研究を進

めてきた.その総括として開催された国際会議“Can

agricultural biotechnology be pro-poor? Examin-

ing the politics of policy in the developing world" 

(2003年10月)に Dr.JansenとDr.Guptaの2人

も参加している.副題にあるように， I政策の政治

学jといった視点が不可欠である.バイオセーフ

ティ議定書等の規制政策は，政治プロセスの一つ

の帰結であると同時に，新たな政治プロセスの出

発点でもあるからだ.

(註7)この会議に参加した著名な研究者は，科学技

術論サイドから， Brian Wynne (英)， Sheila 

Jasanoff (米)， Andy Stirling (英)， Claire Mar-

ris (仏)，開発論サイドから， Paul Richards (蘭)，

Lisa Thompson (南ア)， Shiv Visvanathan (イン

ド)など.

(註8)久野 [39Jですでに紹介した諸論者の議論に

加え，碓井 [94]の次の見解も参考になるので紹

介しておきたい.氏は， Iグローパルな統合に対応
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する民主的な政治形態が明確となっていないj段

階では， ["トランスナショナルな連常の芽を市民社

会的レベルで拡大していくことが重要」であり，

同時に「地域における民主的な関係の構築も大

切jであるとする.しかし， ["そのことは市民運動

がすべてであることを意味しないJのであって，

ウォーラスティンのように「体制内化した労働運

動に対する批判的な立場から，環境やジェンダー

問題など，周辺世界における反システム運動に希

望を託す考え方は，一面的と言わねばならない」

と釘をさす.そして， ["国家権力や既存の国際機関

の民主的な利用を視野に入れつつ，グローバルな

連帯を地域から構築していくこと」が肝要である

とする(以上， p.98). 

(註9)同大学は1998年に国立農業関連研究機関と統

合し， Wageningen University and Research Cen-

tre (WUR)へと再編された.大学と研究センター

という 2つの軸足が，植物科学，動物科学，環境

科学，農工・食品科学，社会科学の 5専門領域と

交差した構成をとっている.2004年 l月に農業系

の短大(高専)を合併したため，現在は7，400名の

スタッフを要する一大農業総合大学となっている.

このうち，大学・社会科学部には650名の教職員が

20の学科(講座)に分かれて働いている.そのす

べてが農業・食料・環境に関連し，農業経済・農

村政策学，開発経済学，消費家計経済学，環境

経済・資源経済学などの「経済学j分野.農業経

営学，物流管理学，マーケテイング・消費行動学，

経営管理(アグリビジネス)学などの「経営学」

分野.農村社会学，開発農村社会学，ジェンダー

研究，消費・家計杜会学などの「社会学」分野.

環境政策学(旧環境社会学)，法学・政治学などの

「政策政治学J分野さらに，応用倫理学，教

育学，コミュニケーション(旧農業普及)学，農

業史学などの「その他」分野がある.筆者が所属

していた「技術・農業発展」グループは，社会学

と政治学とその他分野にまたがるとともに，自然

科学と社会科学の統合政策の縮図のような，設置

されてまだ若い研究グループである.社会科学の

内部においでさえ，これだけ多様なアプローチが

あり得ることを，農学系学部で「農業経済学科」

の存続にさえ窮しているわが国でとのように受け

止めるべきだろうか.

(註10)例えば，(0欧州委員会主催の国際会議"Towards

Sustainable Agriculture for Developing Coun-

tries" (30-31 January 2003， EC， Brussels)では，

バイオテクノロジー「途上国利益」論をめぐって，
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各国から参加した科学者，政策担当者，企業関係

者，生産者，消費者， NGO活動家らが一堂に会し

て活発な議論を交わした. (ii) DNA二重螺旋構造

の発見50周年を記念して，ケンブリッジ大学等の

研究者が企画した“Whotwists the helix? A trans 

disciplinary exploration of the powers that 

could decide our genetic futures" (17ー 19March 

2003， Cambridge University: UK)は，生命科学

に関連する諸分野(生物学，遺伝学，公衆衛生学，

社会学，教育学等の研究者と NGO)の専門家と10

数名の市民(陪審員)との共同作業的会合だった.

(iii)欧州行政研究所 (EIPA)やOECDが共催し

た“Challengesand Risks of GMOs: What risk 

analysis is appropriate?" (16-18 July 2003， 

Maastricht: NL)には，パイオテクノロジー研究

者，政策担当者，弁護士，企業関係者，社会科学

者，農業団体，消費者団体など幅広い専門分野の

参加者が会し， ["リスク・アナリシスjのあり方に

ついて議論を交わした. (iv)欧州、|農業食料倫理学

会の隔年大会“EurSafe2004: Science， Ethics and 

Society" (2 -4 September 2004， Universiteit 

Leuven: Belgium)では，科学と倫理，動物福祉，

GMOと倫理，途上国農業開発と倫理などが議論さ

れたが，科学研究・技術開発に従事する自然科学

者・技術者も多数参加していた.また， (v) ライ

フサイエンスに関わる諸科学，生命倫理，社会政

策等の分野の大学院生や若手研究者を対象とした

“European Course on Biotechnology Ethics" (20 

-27 March 2004， Genoa: Italy)は，欧州委員会

の助成を受けた大規模研究プロジェクトの一つ

で， 10ヵ国13の研究・教育機関が参加している.

これらは一部にすぎないが，他分野の研究者，他

階層の利害関係者，他国の政策担当者らと交流す

る機会が数多く用意されている欧州諸国の社会制

度環境には目を見張るものがある.
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